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意見提出様式

エネルギー政策に関する意見箱

1. 氏名 （企業・団体とし

~ 
2 年齢 （企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

年代 (10代以下/20代/30代 /40代/50 代 1€ぅ/70代 /80代以上）を選択

｀
 

3. 性別 （企業・団体としての惹見の場合は、記入不要）

( 

·-~... 

4. 連絡先

5. 御意見及び

その理由

．．
 ’ヽ

,‘・
3
 

夕
（企業・団体としての意見の塀合は、部著名、担当者名を「住所」欄に併記）

住所

逗話番号

J:<"AX番号

メー）レアドレス：

鸞酪戸杉胚 }'}1レ底',,,a: もういぃいI'~

汀り謬在、 tい恐に約1f¥'ぎ召
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意見提出様式

1. 氏名

2. 年齢

3. 性拐り

4. 連絡先

5. 御意見及び

その理由

エネルギー政策に関する意見箱

（企業・団体としての意見の場合は、企業・団体名）

（企業・団体としての音見の場合は、記入不要）

年代 (10代以下/20代/30代/4D代/50代 I60代石［らJI80代以上）を選択--
（企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

立
（企業・団体としての意見の場合は、部吾名、担当者名を「住所」桐に併記）

住所

笞話番号

FAX番号
."f 

-― 
メーIレアドレス； ~,._ J 

祖it1-和いx:..''ーに令は所え・（絃 L、、
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惹見提出様式

エネルギー政策に関する意見箱

1. 氏名 （企業・団体としての意見の場合は、企業・団体名）

2. 年齢 （企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

年代 (10代以下 120代/30代 /40代/50代(巴玉)70代厄。代以勾を選択

3. '性生別 （企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

4. 連絡先 （企業・団体としての意見の場合は、部署名、担当者名を「住所」欄に併記）

住所

垣話番号

FAX番号

メールアドレス： す;/

5 御意見及び

その理由 屠虞a.1 へ万戻灯 l~\~F 1-...,--

即さエ紐ギー叩ナの社冷りにして下こ
.,. ..、 .・ -·-~、-

_,_心、~

ー--
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急見提出様式

1. 氏名

2. 年齢

3. 性別

4 連絡先

5. 御意見及び

その理由

エネルギー政策に関する意見箱

（企業・団体としての惹見の場合は、企業・団体名）

（企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

年代 (10代以下/20代/30代/40代/50代 l趣ピy/70代 180代以上）を選択

（企業・団体としての惹見の塀合は、記入不要）

（企業・団体としての意見の瘍合は、部署名、担当者名を「住互i」棉に併記）

住所

竜話番号

FAX番号 / I 

メールアドレス； f二／

屈径 lこ疫わ｝、、 ¥'11桑 t危え 1げ／しい呵
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意見提出様式

エネルギー政策に関する意見箱

名
一
氏

．
 

ー （企業・: ~ 体名）
2 年齢 （企業・団体としての意見の据合は、記入不要）

年代 (J.O代以下/20代/30代/40代/50代/60代€五）/ 80代以．ーヒ）を選択

3. 性別

4. 連絡先

（企業・団体としての意見の場合は、記入不要）

~ 
（企業・団体として~凸~部薯王ニここ~~所~」I~1にイm

住所

宦話番号

FAX番号

メールアドレス：

”
 

5 御惹見及ぴ

その理由
屈怒 l名しへし）顎笠ん

自ぞぎェふし町に麦史ーしてばしい
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意見提出様式

1. 氏名

2 年齢

. 
3. 性別

4. 連絡先

5. 御意見及び

その理由

エネルギー政策に関する意見箱

（企茉・区［体； -見の場合は、企

三
（企業・団体としての惹見の場合は、記入不要）

年代 (10代以下/20代/30代/40代/50代(五；》げ。代厄〇代以エ匂配択

（企業・団体としての窓見の場合は、記入不要』々 ・

（企業・団体としての意見¢

住所

舌話番号

FAX番号

メールアドレス：

ヽ

i:r ::;:. し

尽忙且いら汀いて三主

（い t--c'もぉ合 1J汀Tがる只〗
団応ェ和しそーにかえてぽしぃ
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エネルギー政策に関する意見箱

1. 氏名 原発をなくし、自然エネルギーを推進する大阪連絡会

略称：原発ゼロの会・大阪

2. 年齢

·-— 
3. 性別
_, -
4. 遮絡先 住所

箆話番号

ロ I I FAX番号

メールアドレス：

5. 御意見及び 私たちは「エネルギー基本計画」に対する意見を、理由もつけて別紙のようにまと

その理由 め提出しますので、第 5次「エネルギー基本計画」の中に稼極的に取り入れてくださ

いますようお願いします。

し）

入
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原発・自然エネルギーをめぐる情勢の大きな変化を踏まえ、

将来を見据えた「エネルギー基本計画」への改定を要望する意見之

2018年1月24日

原発ゼロの会・大阪

同エネルギ一部会

2014年4月に国が決定した第4次「エネルギー基本計画」の改定や長期的な視点での“エネルギー問

題＇についての隧綸が、資源エネルギー庁の総合姿源エネルギー鶉査会基本政策分科会や経済産業大臣の

研究会「エネルギー渚勢懇談会」で進んでいます。

第5次「エネルギー基本計画」について、経済湮業大臣は「基本的な吾格は変えない」と言い、委員か

らは「鐙論すぺきは建て替えの問題」だの「原発の新設や建て菩えをきちんと記裁すべき」などの発言が

相次ぎ、経済界からは再稼鋤はもとより「新設」「建て替え」の容認を求める要望が出されていると言わ

(> れています。これらは原発や自然ごネルギー・再生可能エネルギーをめぐるこの間の情勢の大きな変化を

何一つ見ていない時代錯誤の鏃論だと言わざるを得ません。

私たちは第4次「エネルギー基本計画」策定後の次のような渚勢の大きな変化、認識の深まりを踏まえ、

“原発ゼロ”’‘自然エネルギー・再生可能エネルギー推進”の、日本の将来を見据えた「エネルギー苓本計

画」への改定を強く要望し、意見客として提出します。

<)

(1)この間の大きな変化と 5次「エネルギ＿基本計画」の課題

この間の大きな変化としては、主なものだけでも次のような点があげられます。

1. パリ協定 (2015年）の成立

2015年に締結された地球温暖化防止に関する「パリ協定」は、①工業化前と比較して世界の平均気

温の上昇を2℃を十分下回る水準に抑制し、 1.5℃に抑制するよう努力する、②今世紀後半には温室効果

ガスの排出を実質ゼロにする、などを確認しました。地球上に人類や生物が存続するための国際的な取

り決め、確認宰項であり、各国での具体化、実践が求められています。

従って、第5次「エネルギー基本計酉」は、こうした国際的な達成目標と整合性のある内容にすべき

です。その点からするなら、石炭火力発堂をベースロード堂源に位置づけ、堂源構成比率26%にすると

いう現方針ほ、パリ協定が目指す方向に全く逆行するものです。次期「エネルギー基本計画」では、石

炭火力発常をペースロード室源とする位匿づけや蚕源梱成比率で 26%を賄うという現方針は廃止すべ

きです。石炭火力発冤所の海外輸出も、当然中止すべきです。

2. 原発をめぐる大きな変化

暉燃料サイクル事業は完全に破たんし、‘‘原発は準国産エネルギー”輪も成り立たない

音森県六ケ所村の写生処理工場は、 1993年から 2兆1900億円かけて建設がすすめられましたが、

既に 23回も完成時期を延長するなど一向¥・項哀励できないし、完成する目途も立たっていません。使っ

た以上のプルトニウムを作り出すという高速増殖炉もんじゅ GEにこれが原発を“準国産エネルギ_,1

とする根拠になっていましたが）は 1兆円を投入してもほとんと病嗚することなく、 2016年12月に

廃炉にすることが決定されました。

従って、核燃斜サイクJレ栂想は、完全に破たんしています。出来もしない「核燃料サイクル」にいつ

までも膨大な国蓑、税金をつぎ込む構想は廃棄すべきです。

臨射棄は貯まる一方。原発はクリーンどころか、姦もダーティーなエネルギーだ
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原発を稼勤させる中で生成されるプルトニウムを日本は既に国内外に 45t.も持つ状況になっています。

プルトニウム ltで原爆300発が作られるということからすれば、既に 1万3500発分のプルトニウムが

日本に貯まっていることになりますc被爆国日本として許されない状況です。

また、原発から出てくる商混度放射性廃棄物は処理方法がなく貯まる一方です。よく地下300mに埋め

て管理するという地居処分が言われますが、そもそも 10万年以上も地下で管理するなど到底できること

ではありません。正に無黄任極まりない方針だと言わざるを得ません。どんな商題でも全て親~2"-3 代

の範囲で解決すべきであり、それが環境を守り、末来世代に愛任を負う者の取るべき懇度です。その範囲

碍認とできないものを世に出すべきではありません。

温室効果ガス ・CO2削減との関係で、“原発ぱCO2を出さないクリーンなエネルギー"という見方があ

りますが、原発はその燃料積製の過程で膨大なエネルギーを使うだけでなく、いったん宰故を起こせば放

射能汚染によって長期にわたり人が住めない土地を広範囲に作り出します。しかも何万年も管理が必要な

9放戎寸性廃棄物、いわゆる＇核のゴミ"と言われる有害物質を生み出します。原発はクリーンどころか、最

もダーティーなエネルギー源です。

③発電コスト問題でも“原発は高コストである”ことが判明

原発は発霊:::rストが安いと言われてきましたが、それは原発の発醤コストを建設努、燃料哭運転維持

委バックエンドコストの一部などという狭い範囲で計上して計算しているからに過ぎません。原発の発

箆コストには、本来これらに加えて安全対策費や亭故リスク対策袈、奉故を起こした塀合の損害賠僕受、

数 10年もかかる廃炉に関わる委用、 10万年以上も続けなければならない放射性廃棄物管理費の全てなど

も加えられるべきです。さらに政府支出として処理されている核熙料サイクルや放射由完餡勿処理に関す

る大規模な研究開発癸、立地探しにかかわる調査・対策哭なども含めるべきです。これらを全て合算すれ

ば、原発の発箆コストは安いどころか最も南くなることが明らかになってきています。

宰故の発生頻度は恥EA0: 試 ernationalAto血cEner窓Agency国際原子力機関の 10万分の 1で想

定されています。発生頻度 10万分の 1が正しいとすれば、世界にある約始0基の原発での季故発生頻度

は220年に 1回という確率になります。しかし、現実にはスリーマイル烏(1979年 3月）、チェルノプイ

リ(1986年 4月）、福島第 1原発ほ011年3月）と約 15年に 1回の割で大宰故が発生しています,IAEAの

想定の約 15倍の頻度です。そして、チェルノプイリや福島の宰故が実証しているように、専故処理の期

間と蓑用、賠｛賞要用は膨大なものとなります¢また、一民閉企業が犯した宰故による援害賠償や宰故処理

徴用を、足らなくなったからといって国から「特別補助」で賄うやり方は、税金を払う国民として到底納

得できるものではありません。

3.11以後、安全対策の強化で速設費が高騰し、イギリスのある原発の建設に閑する最近の亭例では 1基

約 1兆5000億円と従来言われてきた建設蓑のs1iにも達しています。アメリカではそれ以前、 2001年

の9・11"同時多発テロ”以後、安全確保のために建設費が高騰し、採算が取れずに建設を見送る亭例が

続出しています。アメリカの原発会社を質収した日本の企業が経営危機に陥った背景もそこにあることを

教訓にすべきです。

④原発立地不能な地震の発生、火山の嬌発、頻発する“異常気象”

2016年 2月に発生した熊本地裳は、日本には分かっているだけでも 2000以上の活断層があること、

それがずれることによって起こる活断唇型地震が、いかに激しい被客をもたらすかを示しました。例えば

活断層が平均 2 万年に 1 回の確率でずれて地震を引き起こすもの、従って~一つは稀にしか地震を引き

起こさないものであっても、 2000の活断層となれば 10年に 1回の頻度で、日本のどこかで大きな地震が

起こる計算になります。実際、阪神淡路大震災(1995年）、新潟県中越地震(2004年）、そして熊本地歴(2016

年）はこの頻度で発生しています。加えて日本には、東日本大震災を引き起こし、近い将来には首都直下型

地哀や南海トラフ巨大地歴が言われているように、いったん起これば大地展となるプレート型地展も抱え

ています。 2014年5月に大飯原発差止め訴訟で福井地裁が出した大飯原発遥転差止め決定の論拠を深く

・2 
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学ぶ必要があります。

2014年9月の御昼山の喚火以後、口永良部、箱根、桜品、阿葬山など火山の啜火が相次いでおり、日

本は「大規楔啜火の準備段階に入った」と警告する学者もいます。火山が爆発すれば非常に細かい灰が広

い艇囲にわたって降り注ぎ、最悪の場合原子炉に冷却水を送るバイプを詰まらせ、冷却不能から大宰故に

至る可能性が十分考えられます。 2017年12月に四国竜カ・伊方原発3号槻に関する裁判で、住民の訴え

を認め連転を差し止める決定を下した広忌面が阿藍山の哩火を問陸にして判断したことを重く受け止め、

火山の問題をもっと深刻に考える必要があります。

また、影Eは、地球温暖化とも相まって、かつて経験したことのないような楽雨や台風、竜巻などの“異

常気象”に頻繁に見舞われる宰態になっています。深屡崩壊による山崩れや流木が川を器いでの大水害な

どが全国各地で多発しています。もし原発に箆源を送る鉄塔が山崩れで劉れ送竜できなくなれば、正に箆

源喪失による大宰故につながります。

こうしたことを考えれば、地震や事皮、火山などの多い日本には原発の立地条件はないと判断すべきで

あり、この面からも原発はゼロにすべき盆源です。

3. 自然エネルギー・再生可能エネルギーの驚異的な伸び

世界的には自然エネルギー・再生可能エネルギーが 23.7%と約 4分の 1を占めるまでになっており、

2015年の“再エネ投資額,,は史上最高になったと言われています。日本でも自然エネルギー・再生可能

エネルギーは大きく前進してきており、例えば2015年5月4日の九州雷力管内の竜力供給は、日固気墓

では配覗エネルギーが38%、13時のピーク時には66%を太陽光と風力が賄っていたと言います.

しil~:::::Jも全国で 1000を超え、企業の中でも自然エネルギー・再生可能エネルギ

ー100%を宣言し、実践する会社 (RElOO)が日本でも海外でも増えており、その中にはそうそうたる企

業が名を速ねています。

箆力会社は系統接続するための送箆線を整備げるための黄用（系統接続蓑用）と称して発箆者に商額な

負担を要求してきています。しかもその金額は電力会社から一方的に通知されるだけで、その内容は説明

されません。極端な例では受用 4億5千万円、エ宰期間3年半と要求されたものが、交渉で愛用 70万円・

工期4カ月になった例もあります。送霜部分は発送酉分離で、篭力会社から完全に独立した別会社で行う

べきです。また、送写線容星の改善などにかかる愛用は国費、税金を投入して整備し、発常咎負担にすべ

きではありません。

太陽光・風カ・水カ・地熱•波カ・木質や食品パイオなどによる自然エネルギーを大きく推進すること

こそ世界的な流れであるとともに、これからの世代に引き継ぐべきエネルギーシステムです。ここに表大

限の政策的努力を投入し、スピード感のある形で推進する「エネルギー基本計画」への改定を求めます。

同時に、各地でトラプルを起こしているメガソーラーのような環塊や景親を破壊し、防災面からみても

問睦があり、周辺住民の生活や健康を告かす恐れのあるものほ、自然エネルギーの活用であっても規制す

ペきです。木質バイオ推進の名のもとに海外の森や森林を食いつぶしてしまうようなやり方にも歯止めを

かけるべきです。

4. 国民生活の変化

この問、国民の生活と意識は大きく変化し、節雷、省エネヘの実践が広がっています。その結果、国も

堂力会社も今や瓦•冬の数値目標付き「節堂」を呼びかけなくなっています。 2017 年 8 月 6 日付の朝日

新聞では「東京霜力管内では (2011年の）震災後、鑑力使用墓が約600万,!>"Aワット減り、太陽光発厖の

供給力も約 10万キnワットから約430万＊ロワットに増えた」と報じています。

技術面でも照明器具ではLED酋球、冷蔵犀やクーラーなどでは省エネタイプが普及し、消蓑箆力を大

3 
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幅に引き下げています。自動車もガソリン東からハイプリット車、 EV車、燃料亘池車が主流になりつつ

あります。水素の発生・貯蔵遠諏・活用に関する技術や蓄宦に関する技術も日進月歩の勢いで発展して

きています。

住宅でも地中黙を利用した冷暖房、室内と外気の出し入れの間に熱交換器を入れた空調設借、漆喰など

の素材を使った快適住宅など、エコ・省エネ住宅への取り組みが大きく進んでいます。

次期 rエネルギー基本計画」では、国民生活のこうした方向をょり一層奨励して進め、省エネ・低炭素

社会を実現することも重要な方針として盛り込む必要があります。

(2)現エネルギー政策にある根本的な誤りと欠陥

これまでの「ニネルギー基本計画」には、大きな誤りと欠陥があります。

誤りの一つは、常に“日本は資源の乏しい国"という考え方から出発していることです。この考えは半

世紀以上前に"石油の枯渇”論と合わせて原発導入の大きな論拠にされて来たものです。しかしそれは、

自然エネルギーの“し”の字も、再生可能エネルギーの“ざ＇の宇もなかった時代の誇識であり、現在で

は日本の自然エネルギー・再生可能エネルギーの発鐙ポテンシャルが、今の総発常溢の4倍以上もあると

いう試算もあるほどになっています。これらを踏まえて“日本は資源の乏しい国”という発想そのものを

見直し、改めるぺきです。

欠陥の一つは、現在の「エネルギー基本計画」では、自然エネルギー・再生可能エネルギーの必要性を

括りながらも、常に自然エネルギー・再エネの姿源を過小評価し、更に個別に判断して「不安定だ」「面＝

ストだ」などと困難性を併記して記述していることです。しかし、自然エネルギー・再生可能エネルギー

はそれぞれの特性を生かし、ミックスして使うなら、また広域的に連携してスマートグリッド方式などを

採用して使うなら不安定性は解消され何ら問題のない堂源となります。エネルギーシフトが進み生産蕊が

増えればコストも下添り、雇用も増えます。自然エネルギー・再生可能エネルギーを優先箆源に位置付け、

ビーク時などにどうしても室力が不足する場合は、当前、ガスコンバインドシスデムなどの高効率のLNG

火力や揚水発霊の稼勘などでカバーする方式を採用すれば、十分対応できます。

(3)結論としての要望・意見

結論として以下の点を要望し、また意見としてあげます。

①原発はいったん宰故を起こせば広範囲にわたってしかも長期にわたって甚大な被害を及ぼします。そ

のような原発は地震国・火山国日本にとっては余りにも危険です。また、原発は極めて有宮で処理不

能な放射出痣駒勿．を生み出し、後世に大きな負の遮窟を残します。このような原発を容聡するエネル

ギー政策は早期しこ改定し、原発ゼロを決断した「エネルギー基本計画」にすべきです。また、パリ協

定の摺神にも逆行し、再びぜん息等の公宮被宮者を生み出す石炭火力発定重視の政策も廃止すべきで

す。原発や石炭火力発箆所の海外輸出も止めるぺきです。

②日本ほ"ニネルギー姿源の乏しい国"という認痴を改め、日本にある自然エネルギー・再生可能エネ

ルギーを、それぞれの地域にある自然エネルギー・再生可能エネルギーを最大限に活かし、“地産地

消”型で推進することに全力をあげ、早期に自然エネルギーlOO';iを目ざす「ニネルギー基本計画」に

すべきです。

③第4次「エネルギー基本計画」決定後の情勢や惚餓の大きな変化を踏まえ、また、日本の将来を見据

えた「エネルギー基本計画」に抜本的に改定することを強く要望します。

以上

4
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エネルギー基本計画見植しに向けての要望書

長野県生活協同組合連合会

2011年の東京哩力福島第一原発平故による深刻で重大な被害は、 7年を経ようとしているこの時期でもな

お 5万人以上の方が避難を余イ義なくされ、先の見えない状況の中で不自由なくらしを続けています。こうし

た福島の人たちのくらしと生活茄盤を蒋う蛍大で深刻な被害をもたらしているにもかかわらず、今回のエネ

ルギー韮本計画改定では、改めて原子力発明再稼動に向けた動きが強まり、川内原発をはじめとした既存の

原子力発電所再稼動が国民の議論抜きにすすめられようとしています．

長野県生協連では持続可能な社会の実現を目指し、原子力発電所に頼らない再生可能エネルギーを広げ

る政策への転換を求めています。今回のエネルギー基本計画の改定が、持続可能な社会の実現につながるこ

とを期待し、以下の要望をいたします．

1. 原子力発電は安全性、経済合理性、国民の理解などの親点から持続可能なエネルギー電源とは言えませ

ん。これまでの原子力発雷依存のエネルギー政策を転換し、原子力発電に頼らないエネルギー政策とす

べきです。

2. 世界の潮流は、再生可能エネルギーの拡大に向かっています。再生可能エネルギーの飛躍的海入を進め

る中で、コスト改善を図りながら 2030年度までに電源構成比 30%以上を実現するために、地域にお

ける熱利用を含めた技術開発や利用率を高めるための政策を導入すべきです。

3. 徹底した省エネルギー｀よりスマートなエネルギー利用、人口減少社会に対応したエネルギー消衆のあ

り方を追求し、エネルギー使用屈の大幅削減を目標とすべきです。

4. エネルギー政策は，多くの国民にとって非常に窟要な関心車です。本来であれば、政府より十分な1宵報

提供を行い、広く国民絨論を尽くし、多くの固民が納得できる政策でなければなりません。エネルギー

韮本計画改定にあたって、国民がエネルギー政策の形成過程に禎極的に参加できるような仕組みづくり

を充実させるべきです。

以上

長野県生活協同組合連合会
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f~'JO. 
エネルギー政策に関する意見箱

1. 氏名

2 年齢 1年代 (70代）

3. 性別 男

4. 連絡先 I住所

箆話番号

FAX番号

メールアドレス：

5. 御意見及ぴI意見 次のエネルギー基本計画では、下記のことを取り入れること。

その理由 1. エネルギ、一基本計画について 国民の多数の意見である「原子力発篭所（以

下原発）ゼロ」の声を基に、原発と石炭火力発箆所（以下石炭火発）をベースロ

~-ド電源とする考えを改めて、再生可能エネルギーを最大限に活用する政策に

すること。

2. 目標について 2050年のエネルギー基本計画の目標こそ謡論し、 2030年と

2050年の目標を設定すること。

3. 原発について

①蓮転中の原発は直ちに停止し、運転を停止している原発は、再稼倒させないこ

と。そして、運転停止の原発について、至急具体的な廃炉計画を策定すること。

②海外への原発の翰出・増設は許可しないこと。交渉中のは直ちに撤退させるこ

と。

R使用済み核燃料の中間貯蔵及ぴ最終処分に関し、確実かつ安全な抜本的計両を

国の言任において策定し、竜力企業及ぴ原子炉メーカーの 3者で実施すること。

④核燃料サイクル車業を中止・廃止し、再処理工場等の施設は直ちに廃棄するこ

と。

⑤原発車業を中止し、地球上の原子力発鐙全廃の必要性を批界に向けて発信する

こと。

4. 石炭火発について

①運転中の石炭火発は直ちに停止する計画に変更し、ガス発鼈などに変更する具

体的計画を決めること。

② 計画中及び建設中の石炭火発は、別の燃料への変更計画を決めさせ、石炭

火発の稼価はさせないこと。

③石炭火発の輸出は直ちに中止すること

5. 省エネルギーと再生可能エネルギーの推進について

①急速に進んでいる省エネルギーをさらに徹底すること。
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② 太陽光・熱、風力、水力、地熱、バイオマス等の自然エネルギーを最大限か

つ速やかに導入し、再生可能エネルギーの箆力比率目標は、 2030年ま

でに50%以上、 2050年までに 100%とすること。

③地域経済再生のため、エネルギーの地産地消による社会形成を推進させるこ

と。

釦h
① 何よりも、 2014年のエネルギー基本計画では、エネルギー自給率から見て、極

めて不安なままです。むしろ、自然エネルギーに 100%依存するほうが自給率

から見て安全です。原子力燃料も石炭も輸入に頼っており、このような施策を

至急に撤退すぺきです。

② 技術的な点からも、東京奄力福島第一原子力発電所宰故によって、原子力発篭

は、極めて危険なものであり、もっと過酷な宰故が再発すれば、日本経済は破涼

につながっていく危険なものです。そもそも、現在の規制基準も「過酷宰故が起

こりうることを前提にした内容です。規制委員会自身が、過酷宰故は起こると

いうことを明言しています。

③ 経済面から見て、この 4年間の出来宰で、原発は面コストで、国民に過大な負

担を負わせることが明らかとなりました。一つの企業で、 21兆円以上もの損失

させるものは存在させてはなりません。しかも、驚くべきは、この金額にはまだ

計律されていない、損失金額があることです。東京君力福島第一原発の廃炉費

用は一部しか計上されていないと聞いています。すぺての損失金額を予測すべ

きであるのに、「計算できない」として「計上していない」のです。

④ さらに、現在の東京奄力福品第一原子力発写所宰故避難者について、訴訟に訴

えている人が 1万人以上おられ、それらの要求賠個金額も、多額になるはずで

す。さらに、チェルノプイリ法のように、年間 1rnS以上で移住可能、 5mS以

上で強制避難させ、職業と生活とを補償することを実施すべきですが、そうす

ると葵大な黄用がかかることになります。

⑤ さらに、使用済み核燃料の最終処分も全く見通しが立たない状況であることが、

この 4年間で明らかになりつつあります。

⑥ そもそも．地葉国日本では、活断届が今は見えないところでも地漿は発生します。

2 0 1 6年 10月21日の烏取地展です。現在の規制基準を哀に考えれば、活

断層の上では原発は禁止と考えるべきです。

⑦ 放射能汚染では、福島県で将来的にも避難指示解除ができない場所が判ってき

ました。このような享故は、人道上許されない、多くの人々の故郷を奪ったので

ある。そんな享態を引き起こした企業の存在も、決して許されないと考えます。

なによりも、このような不安を国民に与える施設は、原発（と核兵器）以外にな

いです。訴訟に立ち上がった、全国で 1万人以上の人の生活基盤を破壊したも

のです。さらに、現在福烏県内にも、いまだに不安な生活をしている人が大勢い

るのです。

⑧ 大阪の立場で考えると、もし福井の原発で過酷享故が発生したら、風向き次第

では、紺 100km離れた、大阪市内にも放射能汚染ガスが届きます。でも、私
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たちは、それらの原発の再稼倒の承認を求められたことはないのです。また琵

琶湖は3O kln以内の距離にあり、その水が汚染されることが大いに可能性あ

ると予測されています。そうなると、 10 0 0万人以上の飲み水がなくなるな

ど、大混乱になります。

⑨ 現在、核燃料原料と石炭を、毎年数兆円を輸入しているが、さらにこれと原発開

発に多額な要用をかけているが、これを、再生可能エネルギー開発や、立地自治

体開発に回せば、地場産業を育成でき、財政収入も増やせるし、雇用も増やせ、

活性化できるということも言われています。

⑩ そもそも篭力器要との比較でみても、原発による発毎呈は、全体のわずか1%

(2 0 1 5年段階）にすぎず、もはやなんらの存在価値もないと言えます。全て

の原子力発篭は、日本経済と春らしに不要です。

⑪ 石炭火発については、温暖化ガスを一番多発させている燃料であり、この状況

を至急にやめることが必要です。昨年の COP23は、パリ協定の目的逹成のため

の達用jl,,ールの交渉や促進的対話の謡論がおこなわれました。またアメリカで

も f脱石炭に向けたグローパル連合」などにより、トランプ政権を孤立させつつ

あります。石炭火力に固執する日本政府が、パリ協定に逆行する「特異な国」で

あることが明白になりました。一刻も早くパリ協定に沿って、石炭政策からに

脱却すべきです。

⑫ 2030年ではなく、 2050年の目標を明確にするぺきであるのは、原発も石炭火

発もともに、巨大な設備費が必要であり、装匿産業であるので、その製造・浬用

については、 30年から 50年以上先の見通しをもち、判断されるぺきです。通

常の企業経営者ならば、このような長期見通しを持ち、できるだけ明確なイメ

ージにしておくことは、多数の社員とその家族の生活を支えるために、最低限

必要な経営力です。国家の経営を預かっている人も同じであるぺきです。

⑬ 枇界の流れは、再生可能エネルギーヘの流れです。世界各国においてその流れ

が急速に拡がり太陽光発箆と風力発電で、すでに原子力発篭の設備容呈の二倍

を超えています。我が国のエネルギー政策においても、新たな産業と雇用を創

出する成長戦略の柱として、安定的な常源としても、再生可能エネルギーヘ全

面的に転換することがますます室要です。この 4年間での世界のデータが、再

生可能エネルギーを増加させながら、 GDPをも増加させていけることを示して

います。

⑭ このようなエネルギー措造の転換は、温室効果ガスの削減による地球環境の保

全と経済楷造の変革を伴う新たな産業革命を実現し、国土とエネルギーの安全

保障、国民生活と食桓 4畏業の安全保陣をもたらすものです。

⑮ 将来批代にわたる国民の生命と健康が守られ、平和のうちに安心して蓉らせる

エネルギー社会の形成することになります。
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